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関市西田原
にしたわら

地内における地下水汚染について 

 

県では、水質汚濁防止法第１５条の規定に基づき、地下水の常時監視を毎年計画的に行ってい

るところですが、中濃県事務所が採水した６地点のうち、１地点で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

の環境基準超過が判明しましたのでお知らせします。 

 

○地下水の常時監視 

県内の可住地域を２ｋｍメッシュ（約８００区画）に区切り、事業場の立地状況、飲用への地

下水依存度等を勘案して調査頻度を設定しており、その調査頻度に基づいて毎年調査区画を選定

し、各区画の中の井戸１箇所について調査を実施しています。 

令和４年度の調査地点数：県内４３地点（岐阜県実施分） 

 

１ 検査結果 

採水場所：関市西田原地内の井戸 

採 水 日：令和４年１０月２４日（月） 

判 明 日：令和４年１１月１６日（水） 

分析機関：県保健環境研究所 

項目 分析結果 地下水環境基準 基準超過倍率 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 12 mg/L 10 mg/L以下 1.2倍 

    ＊その他の項目については環境基準を満たしていました。 

   

２ 汚染の原因 

現時点では不明です。 

 

３ 今後の対応 

（１）地下水調査について 

「岐阜県地下水の適正管理及び汚染対策に関する要綱」に基づき、関市と連携して、基準

超過が確認された井戸から半径５００ｍの範囲内にある家庭・事業場を対象に地下水の使用

状況調査及び水質調査を直ちに実施します。 

（２）地域住民への情報提供について 

周辺地域は上水道が普及していますが、井戸水を利用している家庭・事業場に対しては、

結果が判明するまでの間、井戸水の飲用の自粛を呼びかけます。 



 

【硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に関する説明】 

硝酸性窒素は、それ自体は急性毒性をほとんど持たないが、乳幼児の胃の中で微生物

により亜硝酸性窒素に還元された後体内に吸収され、血液中のヘモグロビンと結合し、

酸素欠乏症を引き起こすといわれています。 

亜硝酸性窒素の人への健康影響としては、メトヘモグロビン血症以外に、嘔吐、チア

ノーゼ、虚脱昏睡、血圧低下、脈拍増加、頭痛、視力障害等が見られます。 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水汚染を引き起こす要因は、過剰施肥、家畜

排せつ物、生活排水の地下浸透等があげられます。 

 

 参考：硝酸性窒素等による地下水汚染対策マニュアル（H28.5 環境省） 


